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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年４月２９日 １５時４５分ごろ 

発生場所 兵庫県芦屋
あ し や

市南芦屋浜南方沖 

 西宮防波堤西灯台から真方位３５３°１.３海里付近 

 （概位 北緯３４°４２.０′ 東経１３５°１８.６′） 

事故の概要  プレジャーボート礒
いそ

丸
まる

弐号は、東進中、火災が発生した。 

礒丸弐号は、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 礒丸弐号、１１トン  

２５０－３２５１８兵庫、個人所有 

１１.１５ｍ（Lr）×３.６６ｍ×２.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、３２３.６２kＷ（合計）、平成７年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２８年４月１８日 

  免許証交付日 平成２８年４月１８日 

        （平成３３年４月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室等に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.６ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）ほか７人を乗せ、平成３０年４月２９日１０時３０分ごろ兵

庫県西宮市のマリーナを出航し、神戸市須磨区沖を遊走後、出航地に

向けて帰航していた。 

本船は、兵庫県芦屋市南芦屋浜南方沖を、約１５ノット（kn）の対

地速力で東進中、１５時４５分ごろ船長が、機関室排気ファン２基か

ら白煙が出ているのを目撃した。 

本船は、船長が操舵室上部にある操縦席（フライングブリッジ）で
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操船中、左舷主機冷却水温度が上昇していることに気付き、両舷の主

機を停止した後、白煙が収まるのを待っていたが、煙の色が白色から

灰色へ変化した後、黒色となった。 

船長は、１６時００分ごろ、後部甲板の機関室ハッチを開けて同室

内を見たところ、煙が充満し、後部の船底付近に火炎を認めたので、

同乗者Ａと共にクーラーボックスを利用して海水をくみ上げ、消火作

業を開始した。 

船長は、同乗者Ａに消火作業の継続を指示し、操舵室内にあるキャ

ビンに居た他の同乗者に救命胴衣の着用を指示し、黒煙と炎に逃げ道

を阻まれた出入口からの避難を諦め、窓から前部甲板に脱出させた。 

船長と同乗者Ａを除く他の同乗者は、１６時０５分ごろ、付近を航

行していた小型船及び別の小型船（以下「小型船Ａ」という。）に救

助された。 

３隻目の小型船（以下「小型船Ｂ」という。）の船長は、付近を航

行していたところ、１６時１３分ごろ、本船の火災に気付いて１１８

番通報を行った。 

船長及び同乗者Ａは、１６時２０分ごろ、機関室からの火勢が強く

なったので消火活動を諦め、救命胴衣を着用して海に飛び込み、小型

船Ａに救助された後、小型船Ｂに移乗してヨットハーバーに搬送され

た。 

本船は、１７時２８分ごろ、巡視艇３隻及び消防艇の放水により鎮

火したものの、西宮内防波堤南端付近で沈没し、後日、引き揚げられ

て解体処分とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 主機は、本船が約１５knで航行中、回転数毎分１,５００～２,０

００で運転されていた。 

本船は、左舷主機上部にあるラバー製冷却清水配管の継ぎ手やフレ

キシブルホース等が焼失していた。 

本船は、機関室船首側隔壁、囲い壁が木製であり、左舷主機付近の

それらが焼失もしくは燃えて炭化していた。 

機関室両舷にある燃料タンクは、外装が燃えていたが、タンク本体

が原型をとどめており、タンク内に約５０ℓ程度の軽油が残ってい

た。 

船長は、機関室内に火災の発生を認めた際、出火場所を特定できな

かったが、後部甲板にある機関室ハッチから機関室内を見たところ、

既に機関室船底付近に火炎を認めたので、引火した漏えい
．．

油等の可燃

物が船底に流れ出て、火災が広がったと本事故後に思った。 

船長は、キャビン、前部船室内のぎ
．
装品及び寝具等の装備品が木材

やウレタンフォームなどの可燃物で製造されていたので、出火した

際、それらの可燃物に燃え移り、短時間で船全体に燃え広がったもの
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と思った。 

船長は、黒煙が多量に吹き出る機関室ハッチのそばで、海水による

消火作業に専念していたので、消火器を使用することや機関室排気フ

ァンを停止することに思い至らなかった。 

船長は、発航前点検を行い、主機及び発電機に異常を認めず、船底

に油水が溜まっていないことを確認していた。 

本船は、本事故発生時、船長が、主機冷却清水水温計の針が振り切

ったことを認めて主機を止めたが、冷却清水高温度による警報は作動

しなかった。 

船長は、本船の主機が機関室前部の大部分を占めており、主機周辺

で作業を行うことは困難であった。 

本船は、自動拡散型消火器を備え付けていなかった。 

（写真１ 船体焼損状況、写真２ 前部船室（本事故発生前）、写真

３ 操舵室キャビン（本事故発生前）、写真４ 左舷主機の焼損状

況、写真５ 右舷主機の焼損状況、写真６ 船体焼損状況（機関室

内構造物）、写真７ 操舵室操縦席（本事故発生前）、写真８ 操舵

室内にある機関室ハッチから見た主機（本事故発生前） 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、南芦屋浜南方沖を東進中、機関室から出火したものと考え

られる。 

本船は、左舷主機の冷却水清水温度が異常に上昇したこと、並びに

左舷主機上部の継ぎ手及びホースの焼失が激しいことから左舷主機上

部付近で可燃物が発火したものと考えられるが、出火に至った状況を

明らかにすることはできなかった。 

本船は、機関室隔壁、囲い壁等が木製であったこと並びにキャビ

ン、前部船室内のぎ
．
装品及び装備品が、木材、ウレタンフォームなど

の可燃物で製造されていたことから、出火した際、それらの可燃物に

燃え移り、短時間で船全体に燃え広がったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、南芦屋浜南方沖を東進中、機関室から出火して

発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 

 

 

 

 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・出航前には、国土交通省並びに海上保安庁監修の「発航前検査チ

ェックリスト」等を参考に、各所の状態を確実に確認しておくこ

と。 

・機関室内で火災が発生した際には、まず換気送風機を止め、船上

備付けの消火器等を有効に使用し、初期消火を確実に実施するこ



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

・機関室内構造物に木材を使用している場合は、金属板や耐火塗料

等で適切に保護すること。 

・船内に装備する寝具類は、難燃性のものを選ぶことが望ましい。 

・主機保護装置は定期的に作動点検することが望ましい。 

・構造上、機関室内で保守点検整備を行うことが困難な船舶は、小

型船舶安全規則の規定にかかわらず、遠隔起動できる消火設備又

は自動拡散型消火器を備え付けることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

須磨海岸 

本船推定 

航行経路 

沈没場所 

南芦屋浜 

事故発生場所 

（平成３０年４月２９日 

 １５時４５分ごろ発生） 

西宮防波堤西灯台 

西宮内防波堤灯台 

神戸市 

芦屋市 

西宮市 

兵 庫 県 
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写真１ 船体焼損状況 

（ 船首側 ） （ 船尾側 ） 

  

 

 

 

 

写真２ 前部船室（本事故発生前） 写真３ 操舵室キャビン（本事故発生前） 

 
 

 

機関室ハッチ 
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写真４ 左舷主機の焼損状況 

 
 

 

写真５ 右舷主機の焼損状況 

 

右舷主機 

A ラバー製継ぎ手 A 

B フレキシブルホース 

B 

B 

左舷主機 焼失したラバー製 

冷却清水配管 

（ホース類） 



- 8 - 

写真６ 船体焼損状況（機関室内構造物） 

（機関室前部 機関室前部隔壁） （機関室前部 主機付近） 

 

 

（機関室後部並びに後部囲い壁） 

 

 

Ａ１、Ａ２及びＡ３ 機関室前部隔壁（痕跡） 

Ａ４ 操舵室操縦席（痕跡） 

Ａ５及びＡ６ 機関室燃料タンク 

       （満載量：各４７３ℓ） 

Ａ７ 機関室後部囲い壁 

 

写真７ 操舵室操縦席（本事故発生前） 

写真８ 操舵室内にある機関室ハッチ

から見た主機 

（本事故発生前） 

  

 

発電機 
Ａ７ 

Ａ６ 船首 

主機 

船首 

Ａ１ 

Ａ３ 

Ａ２ 

Ａ４ 

船首 

Ａ６ 

主機 
Ａ５ 


